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第６期障害福祉計画障害福祉サービス等の見込量(R３～R５)  及び【令和４年度】実績　
　　
  

第5期計画

令和2年 令和5年

実績 見込量 実績 見込量 実績 見込量

時間/月 348 360 337 360 302 360

人/月 24.5 25 23 25 23 25

時間/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0

時間/月 43 50 52.3 50 49 50

人/月 3.8 4 3 4 4 4

時間/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0

時間/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0

人日/月 684 700 715 700 643 700

人/月 34.6 35 37 35 35 35

人日/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0

人日 16 46 47 46 19 46

人/月 1.7 2 2 2 1 2

人日/月 53 69 32 69 80 69

人/月 2.6 3 2 3 4 3

人日/月 136 161 175 184 196 207

人/月 6.8 7 8 8 10 9

人日/月 674 722 656 741 698 760

人/月 36.3 38 40 39 39 40

人/月 0 2 0 2 0 2

人/月 4 4 4 4 4 4

人日/月 56 42 57 42 49 42

人/月 5.2 5 5 5 8 5

人日/月 5 10 6 10 10 10

人/月 1 2 1 2 2 2

人/月 0 1 0 1 0 1

人/月 21 25 23 28 23 31

人/月 14 15 14 14 13 13

人/年 103 115 104 117 113 119

人/年 0 1 0 1 0 1

人/年 0 1 0 1 0 1

人日/月 88 80 102 80 100 80

人/月 11.8 14 14 14 13 14

人日/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0障害児通所
支援

児童発達支援

医療型児童発達支援

居住系

自立生活援助

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

相談支援

計画相談支援　

地域移行支援

地域定着支援

【自立訓練】
　令和４年度は、利用者が減った（就労継続支援B型へ変更）ことにより利用量も減少した。

【就労移行支援】
　令和４年度は新規利用者が増えたため、利用量も増加した。

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

就労定着支援

療養介護

福祉型短期入所

医療型短期入所

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

訪問系

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

日中活動系

生活介護

サービス種別 単位

第6期計画

特に説明が必要なもの令和3年 令和4年
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第６期障害福祉計画障害福祉サービス等の見込量(R３～R５)  及び【令和４年度】実績　
　　
  

第5期計画

令和2年 令和5年

実績 見込量 実績 見込量 実績 見込量

サービス種別 単位

第6期計画

特に説明が必要なもの令和3年 令和4年

人日/月 224 170 262 170 300 170

人/月 26.3 25 23 25 30 25

人日/月 2 14 14 16 5 18

人/月 1.75 6 4 6 3 7

人日/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0

障害児相談
支援

人/年 23 28 26 31 35 34

人/年 0 0 0 0 0 1

有・無 有 有 有 有 有 有

有・無 有 有 有 有 有 有

カ所 2 2 2 2 2 2

有・無 無 無 無 無 無 無

有・無 有 有 有 有 有 有

有・無 無 無 無 無 無 無

人/年 0 0 0 0 0 1

有・無 無 無 無 無 無 無

人/年 2 2 2 2 2 2

設置人数 1 1 1 1 1 1

人/年

件/年 0 1 2 1 0 1

件/年 6 2 0 2 1 2

件/年 3 2 1 2 2 2

件/年 3 2 2 2 1 2

件/年 344 380 367 380 378 380

件/年 0 1 0 1 0 1

人/年 中止 2 0 2 0 2

人/年 1 2 3 2 2 2

時間/年 7.5 48 105.5 48 32 48

カ所 4 4 4 4 4 4

町内
人/年 0 1 0 1 0 1
町外
人/年 3 3 3 3 3 3

人/年 1 1 0 1 1 1

人日/年 8 60 0 60 4 60

人/年 0 1 0 1 0 1

件/年 0 1 1 1 0 1

手話奉仕員養成研修事業

移動支援事業

地域活動支援センター

任意事業

日中一時支援事業
【日中一時支援】
　令和４年度は利用者はいたものの、他のサービス（居宅介護）と併用して利用しているため、令和２年度に比べると利用料は
減少している。訪問入浴サービス事業

自動車改造費助成事業

地
域
生
活
支
援
事
業

必須事業

日常生活
用具等給付

事業

介護・訓練支援用具

自立生活支援用具

在宅療養等支援用具

情報・意思疎通支援用具

排せつ管理支援用具

住居生活動作補助用具
(住宅改修費)

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度法人後見支援事業

意思疎通
支援事業

手話通訳者派遣事業

手話通訳者設置事業

要約筆記者派遣事業

地
域
生
活
支
援
事
業

必須事業

理解促進研修・啓発事業

自発的活動支援事業

相談支援
事業

障がい者相談支援事業

基幹相談支援センター

基幹相談支援センター等
機能強化事業

住宅入居等支援事業
(住居サポート事業)

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

障害児通所
支援

居宅訪問型児童発達支援

障害児相談支援

　医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整す
るコーディネーターの配置人数

障害児通所
支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
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第６期障害福祉計画  国の基本指針に基づく【令和４年度】実績

１　福祉施設の入所者の地域生活への移行

項　　目 考　え　方 数　　値 R3実績 R4実績

令和元年度末時点の施設入所者数
（A）

令和元年度末時点の実績 15人

【目標値】地域生活移行者数
施設入所から地域生活へ移行す
る者の数　　（国の目標：Aの6％）

2人 0人 0人

【基本指針②】　令和元年度末時点の施設入所者数を、令和５年度末に1.6％以上削減する。

項　　目 考　え　方 数　　値 R3実績 R4実績

令和元年度末時点の入所者数（B) 令和元年度末時点の実績 15人

【目標値】令和5年度入所者数（C) 令和5年度末の見込み数 13人 15人 13人

【目標値】削減見込み（B-C)
差し引き減少見込み数
（国の目標：1.6％以上）

2人 0人 2人

３ 地域生活支援拠点等の整備

【基本方針】　令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上の、地域生活支援拠点等を確保しつつ
　　　　　　　　その機能の充実のため年1回以上運用状況を検証及び検討する。

項　　目 考　え　方 数　　値 R3実績 R4実績

地域生活支援拠点の整備

国の指針に即して、地域生活を支援
する機能の集約を行う拠点等を中間
市・遠賀郡を一帯とした地域に整備す
る。

1箇所 1箇所 1箇所

 

【基本指針①】　令和元年度末時点の施設入所者数の6％以上を、令和5年度末までに地域生活に移行する。

２　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

【基本指針】　市町村ごとに協議会やその専門部会等保健、医療、福祉関係者による協議の場の

　　　　　　　　　に向けた取り組みが必要。

　遠賀中間地域障がい者支援協議会で協議を予定としているが、現状として協議の場の設置までは至ってい
ない。今後も、引き続き協議をしていく。

　令和２年４月より地域生活支援拠点等事業を実施し、事業者の登録及び利用者の新規受付を開始した。ま
た、地域生活支援拠点等事業の評価・検証を行った。今後は、地域生活支援拠点等の機能の充実へ向けて
取り組んでいく。
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第６期障害福祉計画  国の基本指針に基づく【令和４年度】実績
４　福祉施設から一般就労への移行等

　　　　　　　　　　 

項　　目 考　え　方 数　　値 R3実績 R4実績

令和元年度の一般就労への移行実
績（A）

令和元年度の実績 1人

【目標値】

令和5年度中の一般就労への移行者
数

項　　目 考　え　方 数　　値 R3実績 R4実績

令和元年度の就労移行支援から一般
就労への移行実績（B)

令和元年度の実績 1人

【目標値】

令和5年度中における就労移行支援
から一般就労への移行者数

　

項　　目 考　え　方 数　　値 R3実績 R4実績

令和元年度の就労継続支援A型から
一般就労への移行実績（C)

令和元年度の実績 0人

【目標値】

令和5年度中における就労継続支援A
型から一般就労への移行者数

　

項　　目 考　え　方 数　　値 R3実績 R4実績

令和元年度の就労継続支援B型から
一般就労への移行実績（D)

令和元年度の実績 0人

【目標値】

令和5年度中における就労継続支援B
型から一般就労への移行者数

【基本指針④】　「就労継続支援B型」について、令和５年度中に令和元年度の一般就労への移行実績の
1.23倍以上を目指す。

令 和 5 年 度 の 目 標

　
（国の目標：Dの1.23倍以上増）

1人 1人 1人

令 和 5 年 度 目 標

　
（国の目標：Bの1.3倍以上増）

2人 2人 2人

【基本指針③】　「就労継続支援A型」について、令和５年度中に令和元年度の一般就労への移行実績の
1.26倍以上を目指す。

令 和 5 年 度 の 目 標

　
（国の目標：Cの1.26倍以上増）

1人 1人 1人

【基本指針①】　「福祉施設から一般就労へ移行」について令和5年度中に、令和元年度実績の1.27倍
以上を福祉施設から一般就労へ移行する。

令和5年度の目標
（国の目標：Aの1.27倍以上）

2人 2人 0人

【基本指針②】　「就労移行支援」について、令和5年度中に令和元年度の一般就労への移行実績の
1.3倍以上を目指す。
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第６期障害福祉計画  国の基本指針に基づく【令和４年度】実績

　

項　　目 考　え　方 数　　値 R3実績 R4実績

令和元年度の就労移行支援から一般
就労への移行実績（B)

令和元年度の実績 1人

【目標値】

令和5年度中における就労移行支援
から一般就労への移行する者のうち
就労定着支援の利用者数

　

項　　目 考　え　方 数　　値 R3実績 R4実績

各年度における
町内の就労定着支援事業所数（D)

計画期間中に新たに設置された場
合を想定

1箇所

【目標値】

就労定着率が8割以上の就労定着支
援事業所数

5　障がい児支援の提供体制の整備等

（１）児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実

　　　　　　　　　　　以上設置する。

　本町の状況

　中間市・遠賀郡圏域に児童発達支援センターが2箇所整備されており、児童発達支援、放課後等デイサービ
ス、保育所等訪問支援のサービスを提供している。　（くすのき：岡垣町、いっぽ：中間市）

令 和 5 年 度 の 目 標

　
（国の目標：Dの7割以上）

1箇所 0箇所 0箇所

【基本指針①】　令和5年度末までに、児童発達支援センターを各市町村若しくは圏域に少なくとも1箇所

　

令 和 5 年 度 の 目 標

　
（国の目標：Bの7割）

1人 0人 0人

【基本指針⑥】　「就労定着支援事業所」のうち就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とする。

※現在町内において就労定着支援事業所はありませんが、計画期間中に新たに設置された場合、下記を目
標とします。

【基本指針⑤】　令和５年度における「就労移行支援事業等」を通じて、一般就労に移行する者のうち
7割が就労定着支援事業を利用する。
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第６期障害福祉計画  国の基本指針に基づく【令和４年度】実績

　　　　　　　　　　構築する。

　本町の状況

（３）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

　本町の状況

　　　　　　　　関するコーディネーターを配置する。

　

　自立支援協議会で圏域市町と情報交換等は行ったが、協議の場の設置までには至っていない。また、対象
児は1名いるが、コーディネーターの配置までに至っていない。

【基本指針】　令和5年度末までに、主に重度心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等
　　　　　　　　 デイサービス事業所を、各市町村若しくは圏域に少なくとも1箇所以上確保すること。

　中間市・遠賀郡圏域に重度心身障がい児を対象とする児童発達支援・放課後等デイサービス事業所が1箇
所整備されている。（こどもデイサービスにこり：岡垣町）
　＊令和4年度　利用児童：1名

【基本指針】 令和5年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害、福祉、
　　　　　　　　保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに医療的ケア児等に

【基本指針②】　令和5年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を

　本町の状況

　保育所等訪問支援を提供している事業所は中間市・遠賀郡圏域に6箇所ある。
　令和4年度はこれらの事業所によりサービスを提供している。本町における利用者数は、令和3年度2.3人/
月、令和4年度2.8人/月に増えた。
　主に幼稚園・保育園の利用児が多いが、学童期においても支援が必要な場合は、学童期でも利用をしてい
る。

（２）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保
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